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北区立滝野川第五小学校 PTA の令和７年度後期 PTA 総会（年度末定期

総会）の目的事項は、PTA 規約第９条２項に基づき、下記のとおりです。

なお、各目的事項に関する資料は、別紙１乃至２をご参照下さい。 

 

記 

【決議事項】 

 

 

【総会資料別紙一覧】 

別紙１ ： 令和８年度 PTA 役員・会計監査の候補者一覧 

別紙２ ： PTA 規約細則第 5 条の３ 

 

  

第１号議案 令和８年度の役員、会計監査の承認の件 

 ・令和８年度の PTA 役員、及び、会計監査を、別紙１のとお

り選任すること。 

第２号議案 PTA 規約細則第５条の３の改正の件 

 ・スクペイの導入により PTA 会費徴収方法が変更となること

を受けて卒業対策費等の徴収方法も変更、また管理主体を明

確化の理由から、PTA 規約細則第５条の３を、別紙２のとお

り改正すること。 



 

別紙１ 

令和８年度 PTA役員・会計監査の候補者 

  

注）「＊」が新役員 



 

別紙２ 

PTA規約細則第 5条の３ 

 

PTA 規約細則第５条の３ 

 

■ 改正前 

  ５．特別委員会 卒業対策委員会 

   （３）会計 

    〇 本会の経費は、卒業対策費及びその他の収入をもって充てる 

    〇 本会の経理を明らかにするため、予算書、決算書並びに資産台帳を備え付け

る。 

    ※卒業対策費は、４学年４月から５学年３月までの間に、PTA 会計が指定する時

期、金額、方法により納入する。 

その後、卒業対策委員会に移行する。 

卒対費に関する本細則は令和七年改正。令和八年四月一日より実施する。 

 

■ 改正後 

５．特別委員会 卒業対策委員会 

   （３）会計 

〇 卒業対策委員会は、その活動に係る収支について PTA 本部会計とは独立した

会計を持ち、卒業対策委員内で会計担当を定める。 

〇 卒業対策委員会の経費は、卒業対策費及びその他の収入（以下「卒業対策費

等」という。）をもって充てる。 

〇 卒業対策委員会は、卒業対策費等を管理し、卒業対策委員会の経理を明らか

にするため、予算書、決算書並びに資産台帳を備え付け、しかる時期に会計

報告を行う。 

※卒業対策費等は、PTA が指定する時期、金額、方法により納入する。 

※卒業対策委員会の会計に関する本細則は、令和八年四月一日より実施する。 

 




